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議会運営委員会  

 

   日 時   令和５年３月２４日（金）午後  時  分～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 人事議案等について 

  ○第６３号議案 副市長の選任について 

○第６４号議案～第６６号議案 教育委員会委員の任命について 

○第６７号議案 固定資産評価員の選任について 

○第６８号議案 亀岡市東別院財産区管理会ほか２７財産区管理会委員の選任について 

  ○人権擁護委員候補者の推薦について 

 

２ 意見書案について 

 （１）子どものために保育士の処遇改善を求める意見書（案）【別紙№１】 

○発議者 環境市民厚生常任委員長 

 

３ 閉会中の継続審査申出について【別紙№２】 

 

４ ３月議会最終日（３月２７日）の日程等について 

（１）会議予定（午前１０時から） 

①予算特別委員会（委員長報告確認等） 

②３常任委員会（委員長報告確認等） 

＜議運事前調整＞ 

③議会運営委員会 

＜会派会議＞  

④本会議（午後予定） ※議事日程のとおり 

    ⑤玉井病院事業管理者退任セレモニー（議場） 

⑥議長記者会見、広報部会・広聴部会 

 

 

【裏面に続く】 
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（２）議事日程 

諸報告（特別委員会正副委員長名） 

第１ 第１号議案から第５２号議案（委員長報告～表決） 

第２ 第６３号議案から第６８号議案（提案理由説明、質疑、表決） 

第３ 意見書案について（質疑、討論、表決） 

第４ 人権擁護委員候補者の推薦について 

第５ 閉会中の継続審査申出について（表決） 

（３）特別委員会正副委員長互選結果 

  ○公共交通対策特別委員会 

委員長：齊藤 一義 議員  副委員長：山本 由美子 議員 

  ○桂川・支川対策特別委員会 

委員長：西口 純生 議員  副委員長：梅本 靖博 議員 

（４）閉会中の継続審査申出について 

  ○各常任委員会、議会運営委員会、各特別委員会 ※２７日議場へ持参 

（５）討論通告期限  本日２４日（金）１６：００ 

 

５ 令和５年第２回亀岡市議会定例会６月議会について【別紙№３】 

 

６ 議会運営委員会の行政視察について 

  ○視察日程  令和５年７月５日（水）～６日（木） 

  ○調査事項  議会改革の取組について（議会モニター制度等） 

○視察先   愛知県知立市議会、犬山市議会 

 

７ その他 

（１）次回の議会運営委員会等 

３月２７日（月）３常任委員会終了後 議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

上記終了後  議会運営委員会 

（２）３月議会後の各委員会等の日程 

   ４月 ６日（木）１３：３０～ 広報部会 

     １４日（金）１０：００～ 総務文教常任委員会 

１３：３０～ 広報部会 

２６日（水）１０：００～ 環境市民厚生常任委員会 

     ２８日（金）１０：００～ 産業建設常任委員会 

 

   ○議会運営委員会（議会活性化の検討等）候補日 

    ４月２６日（水）１３：３０～、２７日（木）１０：００～、２８日（金）１３：３０～ 



子どものために保育士の処遇改善を求める意見書（案） 

 

 

 保育所は、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現のため

に必要不可欠なものであり、その適正な運営について、子どもの発達を保

障し、子育て家庭を支え、子どもの命と安全を守るためにも保育士の増員

が急務となっている。 

 国は、令和５年４月に「こども家庭庁」を創設し、これまで以上に子ど

も関連施策を充実・推進することとしている。 

 今こそ国の責任のもと、保育士の増員につながるよう、迅速に処遇改善

を進めるべきである。 

 よって、国においては、必要な財源をしっかり確保し、公定価格の引き

上げにより、保育士の処遇改善を図ることを要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和５年  月  日 

 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

財務大臣               宛 

文部科学大臣 

厚生労働大臣 

内閣府特命担当大臣（少子化対策） 

 

亀岡市議会議長 菱田 光紀 

別紙№１



○案  
令和５年３月  日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

議会運営委員長 福井 英昭 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）議会の運営に関する事項 

（２）議会の会議規則、委員会条例等に関する事項 

（３）議長の諮問に関する事項 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 

別紙№２



令和５年第２回亀岡市議会定例会　６月議会日程（案）

（議会期間 ２２日間）

月 日 曜日 会　　議　　等 備　　　　考

6／ 1 木 市長・議長議案調整、議運事前調整

2 金
（招集告示・当初議案送付）
議会運営委員会、広報部会・広聴部会、広報広聴会議

幹事会、会派会議

3 土

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金
【定例会開会】
＜12:00：一般質問通告期限／17:00：請願書等提出期限＞

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水 ＜全国市議会議長会＞

15 木

16 金 市長・議長議案調整 （追加議案）、議運事前調整

17 土

18 日

19 月
【一般質問】 (追加議案送付） 議会運営委員会
　　　　　　　　　　　＜本会議終了時：質疑通告期限＞

幹事会、会派会議

20 火 【一般質問】

21 水 【一般質問】

22 木 【一般質問等】 （追加議案提案）

23 金 総務文教常任委員会

24 土

25 日

26 月 環境市民厚生常任委員会

27 火 産業建設常任委員会　

28 水 （委員会予備日）　　　　 ＜10:00：意見書等提出期限＞

29 木
市長・議長議案調整（人事議案）、議運事前調整、
議会運営委員会　　　　　　　 ＜16:00：討論通告期限＞

幹事会、会派会議

30 金
各常任委員会、議運事前調整、議会運営委員会
【定例会休会】　議長記者会見、広報部会・広聴部会

会派会議

別紙№３



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

                                  総務文教常任委員長 松山 雅行 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）人事、ふるさと創生事業について 

（２）企画、財政、契約検査事務について 

（３）文化・スポーツ、市民力推進、人権啓発事業について 

（４）総務、自治防災事務について 

（５）会計事務について 

（６）教育行政について 

（７）その他所管事項について 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

                              環境市民厚生常任委員長 大塚 建彦 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）環境行政について 

（２）市民生活、保険医療、税務事務について 

（３）福祉、保健、子育て行政について 

（４）病院事業について 

（５）その他所管事項について 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

                                   産業建設常任委員長 木村  勲 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

 本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）商工、労働、観光行政について 

（２）農林水産行政について 

（３）都市計画、土木行政について 

（４）上下水道事業について 

（５）その他所管事項について 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

議会運営委員長 福井 英昭 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）議会の運営に関する事項 

（２）議会の会議規則、委員会条例等に関する事項 

（３）議長の諮問に関する事項 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 

 



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

公共交通対策特別委員長 齊藤 一義 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）市民の移動権を確保する公共交通対策の推進について 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 

 



㊢ 
令和５年３月２７日 

 

  亀岡市議会議長  菱田 光紀 様 

 

桂川・支川対策特別委員長 西口 純生 

 

閉会中の継続審査申出書 

 

  本委員会は、審査中の事件について、下記により閉会中もなお継続審査を要す

るものと決定したので、亀岡市議会会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 事  件 

（１）日吉ダムの運用並びに桂川本川及び支川の総合的な治水・利水対策の推進

について 

 

２ 理  由 

      審査に資するため、なお引き続き調査を必要とする。 

 

３ 期  間 

事件の審査及び調査が終了するまで 


